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第１章 目的・業務内容 

 

（目  的） 

第１条   本規則は、ISM の理念の実現に寄与することを目的とし、「一般社団法人日本

壁装協会（以下「協会」という。）運営規則」第５条２項に定める「ISM 壁紙に関する

自主管理業務」について、必要な事項を定めたものである。  
 
 
（用 語）  
第２条 用語の定義を以下のとおりとする。  
ISM 壁紙    「壁紙の環境技術基準」に適合し協会に登録した壁紙  
ISM 表示工場  「ISM ラベルの表示許可に関する規則」「壁紙の環境技術基準」に適

合した工場  
ISM マーク    ISM 壁紙のロゴマーク  
ISM ラベル    ISM 表示工場が工場出荷時に ISM 壁紙の包装に貼付するラベル  
ISM 壁紙商品群     品種、素材構成および製造工程等により同じ品質性能を示す ISM

壁紙の分類  
ISM 壁紙製品登録 ISM 表示工場が許可を受け、協会に登録した ISM 壁紙商品群ごと

に製品を協会に登録すること。  
ISM 壁紙商品番号 ISM 壁紙製品登録された製品の商品番号情報を、ISM 壁紙品質情

情報登録     報管理システムに登録すること。  
 
 
（業務内容） 

第３条 「ISM 壁紙に関する自主管理業務」は、協会が ISM 機構の承認のもとに行う。  
２．協会は、「ISM 壁紙に関する自主管理業務」として次の事項を行う。 
（１）ISM ラベルの表示許可に関わる業務 
   必要事項は、「ISM ラベルの表示許可に関する規則」に定める。  
（２）ISM マークの使用許可に関わる業務  
   必要事項は、「ISM マークの使用許可に関する規則」に定める。  
（３）ISM 壁紙の品質情報管理、表示および流通・施工段階での性能維持に関わる業務  
   必要事項は、「ISM 壁紙品質情報管理システムに関する規則」に定める。  
 
 
（委員会）  
第４条 本規則第３条２項の業務は ISM 壁紙委員会が担当する。  
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（情報の管理）  
第５条 公開が認められた情報以外は部外秘とする。  
２．事務処理上取扱う情報は、業務目的に限り取扱いを許可するものとする。  
 
 
 

第２章 ISM 会員  

 
（会員の種類）  
第６条 ISM 会員は、ISM 会員 A および ISM 会員 B の２種とする。  
（１）ISM 会員 A は、協会正会員であって、ISM 壁紙の製造を行うもの。  

会員登録については「ISM ラベルの表示許可に関する規則」に定める。  
（２）ISM 会員 B は、協会正会員であって、ISM 壁紙の販売に携わるもの。  

会員登録については「ISM 壁紙品質情報管理システムに関する規則」に定める。 
 
 
（出荷報告）  
第７条 ISM 会員は、ISM 壁紙の出荷量を毎月報告しなければならない。  
 
 
（分担金）  
第８条 ISM 会員は、本規則第３条２項の業務を運営するための分担金を拠出しなけれ
ばならない。  
２．分担金は、前事業年度の「ISM 壁紙に関する自主管理業務」に掛かった経費に基づ
き、ISM 壁紙委員会で負担額、徴収時期・方法等を提案し、理事会で議決する。  
３．分担金が期限までに支払われなかった場合、ISM 会員の登録を取り消す。  
 
 
 
附 則 

第１条 本規則は平成１８年１２月１９日より施行する。 

第２条 本規則に疑義が生じた場合は、ISM 壁紙委員会の判断による。 
第３条 本規則の改廃は、ISM 壁紙委員会の提案により、理事会が議決する。 
第４条 本規則の改正は平成２１年７月２２日より施行する。 
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細 則 

第１条 ISM 壁紙に関わる料金を以下のとおり定める。  
 
ISM 表示工場登録 

項 目 数量･単位 金 額 備 考 

1 工場･1 品種 100,000 円
ISM 表示工場審査申請料 

1 品種追加 50,000 円
審査費用は実費 

審査費用   

追加書類審査料 1 時間 12,000 円 書類審査が複数回に及ぶ場合 

実地審査料 1 日 80,000 円  

宿泊費 1 泊 11,000 円  

交通費  実費  

移動拘束費 1 時間 8,000 円 片道 3 時間を超えた場合 

前泊の日当 1 日 5,000 円  

※審査費用の金額は消費税込。 

ISM 壁紙商品群登録  
項 目 数量･単位 金 額 備 考 

ISM 壁紙商品群登録料 1 商品群･1 年間 1,000 円 登録期間毎 

 

ラベル 

項 目 数量･単位 金 額 備 考 

ISM ラベル 1 枚 3 円  

 

ISM 壁紙カット時表示資格登録  
項 目 数量･単位 金 額 備 考 

ISM 壁紙カット時表示  
資格登録料 

1 倉庫･1 年間 1,000 円
登録期間毎 

ISM 会員 B でｼｯｸﾊｳｽ対策表示
資格登録倉庫は免除 

 

ISM 推奨壁紙用施工資材登録  
項 目 数量･単位 金 額 備 考 

ISM 推奨壁紙用施工  
資材登録料 

1 商品名･4 年間 10,000 円 登録期間毎 

 

第２条 本細則は、平成１８年１２月１９日から施行する。 

第３条 本細則の改廃は、理事会の議決による。 
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